
 

しあわせいっぱい保育園  今渡  重要事項説明書  

 

１．施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  株式会社ハンドシェイク 

事業者の所在地  東京都新宿区高田馬場 4-13-11 松島第一ビル 6 階  

事業者の連絡先  03-5338-8411 

代表者氏名  代表取締役  小木  寿  

 

（２）施設の概要  

種別  小規模保育事業 A 型  

名称  しあわせいっぱい保育園  今渡  

所在地  岐阜県可児市今渡 927-2 

連絡先  
TEL：0574-66-3308 

FAX：0574-66-3309 

施設長氏名  萬谷  里佳  

開設年月日  令和６年  ４月  1 日  

利用定員  
（２号）  

（３号）  

０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

6 人  6 人  7 人  0 人  0 人  0 人  19 人  

当園の基本理念・方針  

(1)子どもたちが安心、安全に保育園で過ごしていくために、全職員が

愛情に満ちた保育を心がけるとともに、様々な体験を通して子どもの自

己肯定感を育む保育を実践する。 

(2)一人ひとりが主役であるように、保育目標を掲げ、子どもたちが自

分らしく成長していけるよう向き合う。 

(3)子どもたちが安心して生活し、健やかに道の発見や成長ができる環

境を目指す。 

(4) 自ら「遊び・学び・気付く」ことが出来るよう保育を行います。 

また、保育者としての自覚を持ち専門性の向上とともに地域の共同の

輪を広げ、よりよい環境を築く。 

 



 

（３）施設の概要   

敷地  
敷地全体  388.95 ㎡ 

園庭（大清水児童公園）  1,000 ㎡ 

園舎  
構造  鉄骨 4 階建て 

延べ 165.70 ㎡ 

 

（４）主な設備の概要   

設備  部屋数  備考  

保育室  ３  室   

調乳・調理室  １  室   

調理室前室  １  室   

便所  ２  室  大人用×１  子供用×２  

事務・医務室  １  室   

職員室  １  室   

沐浴室  １  室  トイレスペース含む 

 

（５）職員体制（令和７年３月１日  現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  1 人  1 人    

保育士  ９人  ３  人  ６  人   

調理員  １  人   １  人   

内科医  1 人    園児の健康診断年 2 回（嘱託医）  

歯科医  1 人    園児の健康診断年 1 回（嘱託歯科医）  

 

（６）延長料金について 

対象時間  7:00～8:00 16:00～18:00 18:00～19:00 

保育短時間  200 円（30 分毎）  200 円（30 分毎）  200 円（30 分毎）  

保育標準時間  ― ― 200 円（30 分毎）  

。 

 



 

（７）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで 

保育時間  
保育標準時間  午前７時００分～午後１８時００分（１１時間）  

保育短時間  午前８時００分～午後１６時００分（８時間）  

延長保育  

保育標準時間  
朝：― 

夕：１８時００分～１９時００分  

保育短時間  
朝：７時００分～８時００分  

夕：１６時００分～１９時００分  

開所時間  
月～金曜日  午前７時００分～午後１９時００分  

土曜日  午前７時００分～午後１９時００分  

休業日  
日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

（８）利用料等  

利用者負担（月額保育料）  子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

実費徴収  

保育雑費（カラー帽子 1,100 円・おしらせ袋 120

円・はじめてのクレヨン 780 円）  
入園時 2,000 円  

廃棄物処理費  月   500 円  

延長保育料  別途表記  

その他  
災害共済給付制度（任意）  年   315 円  

手ぶら登園費（任意）  月   2,280 円  

 

（９）支払い方法  

口座振替  

 

（１０）提供する保育の内容  

小規模保育園ならではの、一人ひとりの子どもに寄り添ったきめ細やかな家庭的な保育を提供します。子ど

もたちの健やかな育ちを願い、想像力・表現力・自己肯定感を養うよう、保育者は子どもたちが安心して過

ごせる環境を作り出すこと、子どもが自発的に活き活きと活動する姿を応答的に受け止めていきます。 



 

（１１）年間行事予定  

月  行事内容  

４月  入園式・進級式  

５月  こどもの日のお祝い 

６月  歯科検診  

７月  七夕会  

８月  夏祭り 

９月  内科健診  

１０月  ハロウィンパーティー 

１１月   

１２月  クリスマス会  

１月  お正月遊び 

２月  節分  

３月  ひな祭り会・お別れ会・内科健診・卒園式  

 

（１２）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【３号認定子ども（保育認定）】  

利用者の決定  

・利用者の内定…市が行う利用調整による 

・利用決定…利用契約書の締結による 

・保育提供の修了  

退園理由  

①  ３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。）  

②  保護者から退園の申出があったとき 

③  利用継続が不可能であると市が判断したとき 

④  その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき 

利用に当たっての 

留意事項  

入園当初から長時間の保育は、お子さまにとって大きな負担になり

ます。お子さまの状態を見ながら保護者の方と相談の上、一目でも早く

園に慣れる為、徐々に保育時間を延長する「慣らし保育」を行いますの

で、ご協力をお願いいたします。 

 

 



 

（１２）嘱託医  

医療機関の名称  西田醫院  

医院長名  西田  佳央  

所在地  岐阜県美濃加茂市本郷町 7 丁目 134-1 

電話番号  0574-28-3371 

 

（１３）嘱託歯科医  

医療機関の名称  医療法人社団神明会  佐藤歯科医院  

医院長名  佐藤  尚  

所在地  岐阜県美濃加茂市古井町下古井 2542-1 

電話番号  0574-25-2010 

 

（１４）緊急時における対応方法  

保育中、子どもの体調に急変などがあった場合、すみやかに子どもの保護者又は緊急連絡

先、その他医療機関への連絡を行う等の措置を講じます。 

※保護者の緊急連絡先に変更がある場合は、速やかに再度提出をお願いします。 

 

【管轄する消防署】  

消防署名  可茂消防事務組合南消防署  

所在地  〒509-0203 可児市下恵土 5629-1 

電話番号  （0574）62-0119 

 

【管轄する警察署】  

警察署名  可児警察署  今渡交番  

所在地  〒509-0207 可児市今渡 2701-2 

電話番号  （0574）63-5739 

 

 

 



 

（１５）非常災害対策  

防火管理者  松岡  信士  

消防計画届出年月日  平成 27 年 6 月 30 日  

避難訓練  
年 12 回  避難訓練・消火訓練  

避難及び消化を想定した訓練を月１回実施します。 

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。 

避難場所  今渡北小学校  （浸水時：蘇南中学校）  

緊急時の連絡手段  電話、専用メール、専用ホームページ等  

（１６）相談・要望・苦情窓口  

要望・相談・苦情窓口  

相談窓口  しあわせいっぱい保育園  今渡  

解決責任者  萬谷  里佳（園長）  

受付担当  当園保育士  

連絡先  TEL:0574-66-3308  

mail： imawatari@shiawase-hoiku.com 

受付時間  月～金  ９：００～１８：００  

【要望・苦情等への対応方法】  

要望・苦情等を受け付けた場合には、適切に対処し、改善を図るよう努めます。 

要望・苦情等の内容を受け付けた場合には、要望・苦情等の内容を記録し、市から求めが

あった場合には必要な改善を行い、市に報告をします。 

【虐待への対応方法】  

当園では、子どもの人権擁護及び虐待防止を図るため、園長を責任者とし必要な体制の

整備を行うとともに、保育者に対する研修の実施その他必要な措置を講じます。 

（１７）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。 

保険の種類  賠償責任保険  

保険の内容  人格権侵害・訴訟対応費用・飲食物補償  

保険金額  １事故につき最大３億円、１名につき最大１億円  

 

 

 

TEL:0574-66-3308


 

（１８）個人情報の取り扱い 

1. 個人情報の利用奥的  

当園では児童及びその保護者の個人情報を、次の目的のため利用します。なお個人情報は適切

な方法により取得、管理します。 

ア 保育サービスの提供  

イ 保護者や地域住民への情報の発信  

子どもの活動意欲を高め、また、当園の保育や活動を理解いただき意見をいただくために保護

者や地域の方への情報を発信。ただし、子どもの氏名はひらがなで名前のみを掲載することとし、

住所、生年月日、家族関係、保護者の氏名は掲載いたしません。 

ウ 保護者へのサービス 

保護者に配布する園だよりに子どもの写真、作品、名前（〇〇さん）を掲載します。お誕生日月

の子どもの名前、年齢を記載することもあります。 

2. 個人情報の第三者提供  

次の場合、当園は児童及びその保護者の個人情報を第三者に提供することがあります。 

ア 健康診断を実施する場合  

イ 転園先との連絡調整をする必要がある場合  

ウ 法令に基づく場合  

エ 人の生命、身体又は財産の保護の為に必要がある場合であって児童や保護者の同意を得ること

が困難である場合  

オ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、児童や保

護者の同意を得ることが困難であるとき 

カ 国の期間若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合であって、児童や保護者の同意を得ることにより、当該当事

務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

3. 個人情報の開示、訂正、利用停止等  

  個人情報の開示、訂正、利用停止等を希望される場合は要望・苦情等に関する相談窓口までご

連絡ください。ただし、利用停止を求められる範囲によっては、当園のご利用をお断りすること

があります。 

4. これらの他に、個人情報の使用が必要になった際には適宜書面にてご案内いたします。 

 

 



 

（１９）連携施設について 

連携施設の名称  学校法人大森学園  桜ヶ丘幼稚園  

連携施設の種類  私立幼稚園  

住所  岐阜県可児市桜ケ丘 3-124 

連携施設の概要  ・利用乳幼児に集団保育を経験させるための機会の設定、保育の

適切な提供に必要な相談助言、その他保育の内容に関する支援  

・保育の提供を受けていた利用乳児に係る保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提

供すること 

 

 

連携施設の名称  社会福祉法人大森福祉会  桜ヶ丘保育園  

連携施設の種類  私立保育園  

住所  岐阜県可児市桜ケ丘 3-124-2 

連携施設の概要  ・利用乳幼児に集団保育を経験させるための機会の設定、保育の

適切な提供に必要な相談助言、その他保育の内容に関する支援  

・必要に応じて、代替保育を提供すること 

・保育の提供を受けていた利用乳児に係る保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提

供すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

連携施設の名称  学校法人大日学園  かたびら幼稚園  

連携施設の種類  私立幼稚園  

住所  岐阜県可児市鳩吹台四丁目 61 番地  

連携施設の概要  ・利用乳幼児に集団保育を経験させるための機会の設定、保育の

適切な提供に必要な相談助言、その他保育の内容に関する支援  

・必要に応じて、代替保育を提供すること 

・保育の提供を受けていた利用乳児に係る保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提

供すること 

 

 

連携施設の名称  学校法人大日学園  かたびら第二幼稚園  

連携施設の種類  私立幼稚園  

住所  岐阜県可児市東帷子２２６３－２  

連携施設の概要  ・利用乳幼児に集団保育を経験させるための機会の設定、保育の

適切な提供に必要な相談助言、その他保育の内容に関する支援  

・必要に応じて、代替保育を提供すること 

・保育の提供を受けていた利用乳児に係る保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提

供すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和さくら高等学院 

森 茂夫 

〒509-0207 

可児市今渡１５７３ 

 

 

苦情・ご要望の相談における際の第三者委員の役割について 

 

・第三者委員の役割 

苦情・ご要望の受付担当者や保育園責任者との話し合いだけでは納得いかない場合には、

第三者委員が話し合いに立ち会い、必要な助言をいたします。 

 

【第三者委員の職務】 

・苦情・ご要望の相談解決への立ち会い・助言 

・苦情・ご要望の直接受付 

・相談内容を受けた旨の保護者（当事者）への通知 

・責任者よりご意見・ご要望の改善状況について報告を受け、保育園の日常的な状況を

把握します。 

 

【第三者委員の立ち会いによる話し合いの方法】 

・苦情・ご要望の内容の確認 

・解決案の調整・助言 

・話し合いの結果や改善事項などの確認 

 

※第三者委員の立ち会い・助言が必要の際には、受付担当者にその旨を申していただくか、

直接下記までご連絡ください。 

 

 

第三者委員        

 

 

 

 

 


